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表紙

上記事項につきましては、法令および当社定款第18条の規定に基
づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面（電
子提供措置事項記載書面）への記載を省略しております。

第60回定時株主総会の招集に際しての
電子提供措置事項

業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況

連　結　注　記　表

個　別　注　記　表

（2024年12月１日から2025年11月30日まで）

株式会社キユーソー流通システム
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取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要な体制

業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況

１. 基本的な考え方
　当社グループは、グループ経営理念に基づく事業活動を通じて、社会に貢献し信頼され続けることを使命として
おります。当社グループを取り巻く事業環境の変化に対応した経営の迅速な意思決定と経営の健全性・透明性・公
正性を高めていくことが、継続的な企業価値向上の重要な課題であると考えており、これに資するコーポレート・
ガバナンスの充実に努めてまいります。また、法令等の遵守を定めたキユーソースピリット（倫理行動規範）の重
要性を認識するとともに、全役職員が高い倫理観をもって事業活動を行うことができるよう、コンプライアンス・
マニュアルの制定やコンプライアンス・プログラムを実施しております。

２. 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株
式会社の業務の適正を確保する体制

・当社取締役会における決議内容の概要

(1)　総論
　本決議は、会社法第362条第５項（同法第362条第４項第６号）に基づき、代表取締役により具体的に実行さ
れるべき当社の内部統制システムの構築において、取締役・従業員が遵守すべき基本方針を明らかにするととも
に、会社法施行規則第100条の定める同システムおよび金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制システ
ムの体制整備に必要とされる各条項に関する大綱を定めるものである。
　本決議に基づく内部統制システムの構築は、代表取締役の指示の下、速やかに実行すべきものとし、かつ、内
部統制システムについての定期的な見直しによってその改善をはかり、さらに、効率的で適法な企業体制を作る
ことを目的とする。

(2)　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
　①　当社は下記の社是・社訓を掲げ、取締役、従業員への教育・周知徹底を継続することにより企業風土を醸成
し、取締役は経営判断においてもこの企業風土を尊重しなければならない。
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取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要な体制

　　（社是）
　　　楽業偕悦
　　（社訓）
　　　・道義を重んずること
　　　・創意工夫に努めること
　　　・親を大切にすること
　　（グループ経営理念）
　　　わたしたちは人と食を笑顔で結び
　　　いつも信頼される企業グループです
　②　当社は、取締役、従業員が法令・定款および当社の社是、社訓、グループ経営理念を遵守した行動をとるた
めにキユーソースピリット（倫理行動規範）を制定し、ホームページ上などで宣言し、取締役はこれに則り、
グループ全体へ定着させる義務を負う。

　③　取締役会については取締役会規程により、毎月１回これを開催することを原則とし、その他必要に応じて随
時開催して取締役間の意思疎通をはかるとともに相互に業務執行を監督し、必要に応じて随時、複数の顧問弁
護士および監査法人より経営判断に必要な助言を受けて、法令および定款に違反する行為を未然に防止する。

　④　反社会的勢力に対しては、断固とした姿勢で臨み、いかなる形であってもそれらを助長するような行動を行
わない。

　⑤　財務報告の信頼性を確保するための内部統制システムの構築および運用を推進する。

(3)　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　①　職務の執行に関わる文書その他の情報につき、従来からある当社取締役会規程、決裁規程、文書管理規程、
およびそれに関連する各管理マニュアルに従い適切な保存および管理（廃棄を含む）・運用を実施し、必要に
応じて検証や見直し等を適宜行う。

　②　前項に係る事務は従来どおり経営推進本部が所管し、①の検証を行い、見直しが生じた場合に、代表取締役
が随時、取締役会に報告する。

　③　取締役および監査役は、常時これらの文書または電磁的記録を閲覧できるものとする。
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取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要な体制

(4)　損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　①　当社は、内部統制管理規程により、リスクカテゴリーごとの責任部署を定め、当社グループ全体のリスクを

網羅的・総括的に管理する。
　②　当社はリスクマネジメントを効率的に行うため、コンプライアンスを含めた内部統制委員会を設置する。内

部統制委員会は内部統制管理規程の制定・管理・運用の統括を行い、リスク管理体制を明確化する。また、内
部監査部門が各部署のリスク管理状況を監査し、その結果について内部統制委員会へ定期的に報告する。な
お、内部統制委員会の統括責任者は代表取締役とする。

　③　当社は、代表取締役に直属する内部監査部門を従来より設置しており、その室長が引き続き職務を行う。
　④　内部監査部門は、定期的に業務監査実施基準および実施方法を検討し実施基準に漏れが無いか否かを確認
し、実施基準の改定を行う。

　⑤　内部監査部門の監査により法令および定款違反その他の事由に基づき損失の危険のある業務執行行為が発見
された場合、その危険度および損失の程度等について、直ちに代表取締役および担当役員に通報される体制を
構築する。

　⑥　当社は、当社グループの企業活動の遂行、取締役・監査役・従業員等の安全、財産、名誉もしくは組織の存
続に関して重大な被害または支障が生じた、または生ずる恐れがある危機事象（自然災害、火災、感染症等の
発生、その他の事件または事故）に迅速かつ的確に対処するため、当社グループの危機管理体制その他の基本
事項を定めた規程類を整備する。

(5)　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　①　当社は、取締役会において各本部を担当する業務執行取締役を選定している。業務執行取締役は決裁規程に
より効率的かつ適正な業務執行を行う。

　②　従来より取締役会の決議を要する重要事項以外の会社経営全般に関する方針、経営計画策定および経営活動
の推進策を代表取締役の諮問機関である経営会議に権限を委譲し、定例および臨時開催で迅速な意思決定と機
動的な業務執行をはかっている。経営会議は決裁規程および経営会議規程に基づき効率的な運営を行ってい
る。

(6)　従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
　①　当社グループの従業員が法令・定款および当社の社是、社訓、グループ経営理念を遵守した行動をとるため
にキユーソースピリットを制定し、その周知をはかっている。

　②　内部統制委員会は、内部統制管理規程および関係するマニュアルなどの作成・管理・運用を統括する。内部
統制委員会はコンプライアンスに関するリスクの分析およびマネジメントを行う。
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　③　従業員が法令・定款等に違反する行為を発見した場合の報告体制として、公益通報者保護法に基づく、法律
事務所を社外窓口としたコンプライアンス・グループ・ラインを設置する。コンプライアンス・グループ・ラ
イン委員長は管理担当取締役とし、内部通報制度管理規程（コンプライアンス・グループ・ライン管理規程）
に基づいて内部通報制度を構築する。また、管理担当取締役は従業員に対し、内部通報窓口のさらなる周知徹
底をはかる。また、コンプライアンス・グループ・ライン委員会は懲罰委員会を通じて、代表取締役に対し人
事上必要な処分を勧告する。

(7)　当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
　　当社は上場会社としての責任を果たすため、当社独自に内部統制システムの構築を行っている。
イ　当社の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
①　子会社の取締役等の職務執行にかかる事項の報告およびグループ内情報の共有化をはかるとともに、グル
ープ経営の意思決定を迅速かつ的確に遂行するためにグループ経営推進会議を設置し、従来どおり３ヶ月
に１回程度開催する。

ロ　当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①　コンプライアンス・グループ・ラインは、子会社を対象に含め、法律事務所を社外窓口として設置する。
②　内部統制委員会において主要な子会社におけるリスクマネジメントの状況を確認するとともに、リスクマ

ネジメント体制構築の支援を行う。
ハ　当社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①　子会社の取締役または監査役として当社の取締役、監査役または従業員を派遣し、子会社の取締役等の職
務執行にかかる事項について連携、監督を行う。

ニ　当社の子会社の取締役等及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①　子会社に対し監査計画書に基づき、内部監査部門による定期的なモニタリングを行い、代表取締役および
常勤監査役へ報告を行っている。

(8)　監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項
　　監査役会から求められた場合には、必要な員数等について、監査役と取締役が適宜協議し、検討を行う。

(9)　監査役の職務を補助すべき従業員の取締役からの独立性に関する事項
　監査役の職務を補助すべき従業員を置く場合、その人事等については、代表取締役と監査役が協議の上、監査
役会の意見を尊重して決定する。
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(10)　取締役及び従業員並びに当社の子会社の取締役、監査役及び従業員が監査役に報告をするための
体制その他の監査役への報告に関する体制

　①　取締役および従業員は、各監査役の要請に応じて必要な報告を行う。
　②　前項の報告事項として、主なものは次のとおりとする。
　　・当社の内部統制システム構築に関わる部門の活動状況
　　・当社の子会社および関連会社の監査役、内部監査部門の活動状況
　　・当社の重要な会計方針、会計基準およびその変更
　　・業績および業績見込の発表内容、重要開示書類の内容
　　・内部通報制度の運用および通報内容
　　・株主総会に提出しようとする議案、書類その他の法務省令で定めるもの
　　・法令・定款に違反する行為または不正行為
　　・当社または当社の子会社に著しい損害を及ぼす恐れのある行為
　③　コンプライアンス・グループ・ライン委員会は、当社および子会社の取締役・執行役員に対する通報に関し
て、調査の独立性の観点から、監査役に情報を共有する。この場合、監査役は、コンプライアンス・グルー
プ・ライン委員会に対して、調査等対応の指示を行う。監査役は、調査の結果、当社および子会社の取締役・
執行役員の重大な法令等違反行為が明らかになったときは、是正勧告を行うほか、取締役会に報告を行う。

(11)　取締役及び従業員並びに当社の子会社の取締役、監査役及び従業員が監査役に報告をしたことを
理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

　　監査役へ報告を行った者に対して、当該報告を行ったことを理由として人事上その他の点で当社から不利益な
取り扱いを行うことを禁止する体制を構築する。

(12)　監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について
生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

①　監査役の職務の執行が円滑になされるために必要な費用については予算措置を講じる。
②　監査役が外部の専門家（弁護士、会計士等）に委託する場合の費用等、特別費用の請求がされた場合、その
内容に不合理がない限り、特別費用は会社が負担する。
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(13)　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①　監査役は取締役会、その他重要な会議に出席するとともに、監査役会を毎月１回開催し、社外監査役との連
携による経営課題、経営リスクについて経営陣への積極的な意見表明を引き続き行う。

②　監査役は、代表取締役や会計監査人と定期的に意見交換をする機会を設ける。
③　内部監査部門は、監査役と定期的に内部監査結果について協議し、意見交換するなどし、情報交換および連
携をはかる。

３. 業務の適正を確保するための体制の運用状況
　当社は上記の体制を確保するため、それぞれの項目について適切な運用に努めております。当事業年度における
運用状況の概要は次のとおりであります。

(1)　コンプライアンス
　当社は、法令等の遵守を定めたキユーソースピリットの重要性を認識するとともに、全役職員が高い倫理観を
もって事業活動を行うことができるよう、コンプライアンス・マニュアルの制定やコンプライアンス・プログラ
ムを実施しております。

(2)　リスクマネジメント
　当社は、大規模災害への対応として、事業継続計画（ＢＣＰ）対策の規程やマニュアル等を整備しておりま
す。
　また、非常用発電設備を備えた本社ビルにグループ各社の本社機能を収容しております。

(3)　財務報告に係る内部統制
　当社は、金融商品取引法に定める財務報告に係る内部統制報告制度を遵守するため、規程やマニュアル等を整
備するとともに、内部統制委員会にて整備状況および運用状況の確認を行っております。

(4)　監査役監査・内部監査体制
①監査役と会計監査人の連携状況
　監査役と会計監査人は定期的なコミュニケーションを行っております。

②監査役と内部監査部門の連携状況
　当社は、代表取締役直属の内部監査部門を設置しております。
　内部監査部門はその立案した年間計画に基づき、本社、各支社およびグループ各社を対象に内部監査を実施
し、その結果を代表取締役および常勤監査役に報告しております。
　なお、内部監査部門が実施する監査内容は、以下の項目に重点を置いた取り組みであります。
　イ　法令遵守、キユーソースピリットの徹底による組織運営の健全性の確保
　ロ　業務処理の妥当性の検証・指導
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連結注記表

連結注記表
連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記
１. 連結の範囲に関する事項
　(1) 連結子会社は次の15社であります。

キユーソーティス株式会社
株式会社エスワイプロモーション
キユーソーサービス株式会社
株式会社キユーソーエルプラン
株式会社サンエー物流
株式会社サンファミリー
アクシアロジ株式会社
キユーソーアレスト株式会社
上海丘寿儲運有限公司
株式会社フレッシュデリカネットワーク
キユーソー四国株式会社
PT Kiat Ananda Cold Storage
PT Ananda Solusindo
PT Manggala Kiat Ananda
PT Trans Kontainer Solusindo
フードクオリティーロジスティクス株式会社は2025年11月21日に当社と吸収合併したため、連結の範囲から除外してお
ります。

　(2) 非連結子会社の名称等
あさと物流株式会社
株式会社六青和シッピング
PT Rejeki Alam Samudera
（連結の範囲から除いた理由）

非連結子会社３社については、総資産、営業収益、当期純損益および利益剰余金等がいずれも小規模であり連結計算書類
に重要な影響を与えておりませんので、連結の範囲から除外しております。

２. 持分法の適用に関する事項
　(1) 関連会社４社のうち中通倉庫株式会社、エル・プラットフォーム株式会社、DPネットワーク株式会社に対する投資について

持分法を適用しております。
持分法を適用していない明和海運株式会社および非連結子会社については、当期純損益および利益剰余金等に及ぼす影響が軽
微であり、かつ全体としても重要な影響を及ぼしていないため、原価法により評価しております。

　(2) 中通倉庫株式会社の決算日は３月31日となっておりますが、連結決算日現在で実施した仮決算に基づいた計算書類を使用し
ております。エル・プラットフォーム株式会社、DPネットワーク株式会社の決算日は３月31日となっておりますが、９月30
日現在で実施した仮決算に基づいた計算書類を使用しております。

３. 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち上海丘寿儲運有限公司、PT Kiat Ananda Cold Storage、PT Ananda Solusindo、PT Manggala Kiat 
AnandaおよびPT Trans Kontainer Solusindoの決算日は12月31日、その他の連結子会社の決算日は、連結決算日と一致し
ております。連結計算書類の作成にあたって、上海丘寿儲運有限公司、PT Kiat Ananda Cold Storage、PT Ananda 
Solusindo、PT Manggala Kiat AnandaおよびPT Trans Kontainer Solusindoについては９月30日現在で実施した仮決算
に基づく計算書類を使用しております。ただし、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っ
ております。
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４. 会計方針に関する事項
　(1) 重要な資産の評価基準および評価方法
　 　　　① 有価証券
　 　　　　 　その他有価証券
　 　　　　 　　市場価格のない株式等以外のもの…時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法に

より算定）を採用しております。
　 　　　　 　　市場価格のない株式等………………移動平均法による原価法を採用しております。

　 　　　② 棚卸資産
商品、貯蔵品は、主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの
方法）で評価しております。

　(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
　 　　　① 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は、建物及び構築物が２～50年、機械装置及び運搬具が２～18
年、工具、器具及び備品が２～20年であります。

　 　　　② 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５～10年）に
基づく定額法、顧客関連資産については効果の及ぶ期間（11～29年）に基づく定額法を採用しております。

　 　　　③ リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

　(3) 重要な引当金の計上基準
　 　　　① 貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に
ついては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

　 　　　② 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額を計上しております。

　 　　　③ 役員賞与引当金
役員に対する賞与の支払いに備えて、役員賞与支給見込額を計上しております。

　(4) 重要な収益及び費用の計上基準
当社グループの顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容および当該履行義務を充足す
る通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

　 　　　① 共同物流事業（保管・荷役）
主な履行義務は寄託を受けた貨物の倉庫における保管および荷役を行うことであり、保管においては一定の保管期日
到来時点、荷役においては入出庫作業完了時をもって、履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。

　 　　　② 共同物流事業（配送・輸送）
主な履行義務は貨物自動車等による運送、利用運送を行うことであり、貨物の出荷又は引取後の運送を実施した時点
で履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。
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　 　　　③ 専用物流事業
主な履行義務は物流センターにおける商品の仕分、配送業務であり、当該業務の完了時点で履行義務が充足されると
判断し、収益を認識しております。

　 　　　④ 関連事業
主な履行義務は車両・物流機器および燃料等の物品販売、ならびに海外の物流事業における保管、荷役および運送サ
ービスを行うことであり、商品、サービスの支配が顧客に移転した時点で、履行義務が充足されると判断し、収益を
認識しております。なお、一部の物品販売において当社グループの役割が代理人に該当すると判断されることから、
他の当事者が提供するサービスと交換に受け取る額から、当該他の当事者に支払う額を控除した純額を収益として認
識しております。

なお、取引の対価は、履行義務を充足してから概ね３か月で受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。

　(5) 退職給付に係る会計処理の方法
　 　　　① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算
定式基準によっております。

　 　　　② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10～13年）による定
額法により費用処理しております。
数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10～
13年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。

　(6) のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却期間については、10年間の定額法により償却を行っております。なお、持分法適用にあたり発生した投資差
額については、５年間の定額法により償却を行っております。
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会計方針の変更に関する注記
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
　「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28日　企業会計基準委員会）等を当
連結会計年度の期首から適用しております。なお、当該会計方針の変更による連結計算書類への影響はありません。
　また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結計算書類における取扱いの
見直しに関連する改正については、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2022年10月28
日　企業会計基準委員会）を当連結会計年度の期首から適用しております。なお、当該会計方針の変更による連結計算書類への影
響はありません。

会計上の見積りに関する注記
のれんおよび顧客関連資産の評価
　(1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

のれん1,227百万円　顧客関連資産1,827百万円
　(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　当社グループは、インドネシアの低温物流会社であるKIAT ANANDA GROUP（PT Kiat Ananda Cold Storage、PT 
Ananda Solusindo、PT Manggala Kiat AnandaおよびPT Trans Kontainer Solusindoの４社）を連結子会社とした際に
識別したのれんおよび顧客関連資産について、その効果の及ぶ期間のうち既に経過した年数について償却した残額を連結貸借
対照表に計上しております。
　当該のれんおよび顧客関連資産は、取得時のKIAT ANANDA GROUP各社の超過収益力等に基づき計上されていることか
ら、減損の兆候判定にあたっては、事業計画と実績との比較等により、資産又は資産グループに減損が生じている可能性を示
す事象の有無を検討しております。また、減損の兆候があると判断された場合には、割引前将来キャッシュ・フローの見積額
と帳簿価額との比較により減損損失の認識の判定を行っております。なお、当連結会計年度において、のれんおよび顧客関連
資産に減損の兆候はないと判断しております。
　また、のれんおよび顧客関連資産の算定の基礎となる事業計画における主要な仮定は、インドネシアの市場の動向に影響を
受ける当該資産グループの売上高成長率であります。
　将来の不確実な経済状況および会社の経営状況の変化により、評価の前提とした仮定に変更が生じた場合、翌連結会計年度
の連結計算書類に重要な影響を与える可能性があります。
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１. 有形固定資産の減価償却累計額 64,059百万円

営業未収入金 222百万円
土地 7,941百万円
建物及び構築物 4,701百万円
機械装置及び運搬具 4,384百万円
計 17,250百万円

短期借入金 3,018百万円
長期借入金 15,578百万円
未払金 132百万円
長期割賦未払金 1百万円
計 18,730百万円

圧縮記帳額（機械装置及び運搬具） 379百万円

受取手形 23百万円
営業未収入金 25,192百万円

連結貸借対照表に関する注記

２. 担保に供されている資産およびこれに対応する債務
　(1) 担保に供されている資産

　(2) 対応する債務

３. 圧縮記帳額
固定資産の取得価額から直接減額した圧縮記帳累計額は次のとおりであります。

４. 受取手形及び営業未収入金のうち、顧客との契約から生じた債権の金額

11
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当連結会計年度期首株式数
（株）

当連結会計年度増加株式数
（株）

当連結会計年度減少株式数
（株）

当連結会計年度末株式数
（株）

発 行 済 株 式

普 通 株 式 25,355,800 － － 25,355,800

自 己 株 式

普 通 株 式 499,297 － － 499,297

決議 株式の種類 配当金の総額
（ 百 万 円 ）

１ 株 当 た り
配当額（円） 基準日 効力発生日

2 0 2 5 年 ２ 月 2 6 日
定 時 株 主 総 会 普 通 株 式 298 12.0 2024年11月30日 2025年２月27日

2 0 2 5 年 ７ 月 ３ 日
取 締 役 会 普 通 株 式 335 13.5 2025年５月31日 2 0 2 5 年 ８ 月 ７ 日

決議予定 株式の種類 配当金の総額
（ 百 万 円 ） 配当の原資 １ 株 当 た り

配当額（円） 基準日 効力発生日

2026年２月25日
定 時 株 主 総 会 普 通 株 式 347 利益剰余金 14.0 2025年11月30日 2 0 2 6 年 ２ 月 2 6 日

連結株主資本等変動計算書に関する注記
１. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

２. 配当に関する事項
　(1) 配当金支払額

　(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
2026年２月25日開催予定の定時株主総会に、次のとおり付議いたします。

12



2026/01/26 19:29:19 / 25276318_株式会社キユーソー流通システム_招集通知

連結注記表

金融商品に関する注記
１. 金融商品の状況に関する事項
　(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については、主に流動性の高い金融資産で運用し、資金調達については設備投資計画に照らして、
必要な資金（主に銀行借入や社債発行）を調達しております。また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。
投資有価証券は、取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式を取得および保有することを原則としており、売買差益
を獲得する目的や投機目的のための運用は行わない方針であります。

　(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び営業未収入金は、取引相手先の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に業務上の
関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び営業未払金、未払金は、１年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であります。変
動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されております。

　(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社グループは、営業債権については、社内規程に従い、取引先ごとの期日管理および残高管理を行うとともに、取引先
の状況を定期的に把握することによりリスク低減を図っております。

② 市場リスク（金利等の変動リスク）の管理
当社グループは、投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、また、市況や
取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社グループは、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理してお
ります。

　(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。
当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動するこ
とがあります。
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連結貸借対照表計上額（百万円） 時価（百万円） 差額（百万円）

投資有価証券

 　その他有価証券 2,623 2,623 －

資産計 2,623 2,623 －
長期借入金
（１年内返済予定のものを含む） 35,917 34,807 △1,110

負債計 35,917 34,807 △1,110

区分 連結貸借対照表計上額（百万円）

非上場株式 1,858

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券

その他有価証券 2,623 － － 2,623
資産計 2,623 － － 2,623

２. 金融商品の時価等に関する事項
当連結会計年度末における連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次の通りであります。なお、市場価
格のない株式等は含まれておりません（（注）2．参照）。

（注）1. 「現金及び預金」、「受取手形及び営業未収入金」、「支払手形及び営業未払金」および「未払金」、ならびに「短期借入金（１年内返済予
定のものを除く）」については、現金であること、および短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであるから、記載を省略し
ております。

（注）2. 市場価格のない株式等は、「投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下の通りであります。

３. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関す

る相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における
優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
（１）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
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連結注記表

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
長期借入金 － 34,807 － 34,807
負債計 － 34,807 － 34,807

（２）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

（注） 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
　上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、レベル１の時価に分類しております。
長期借入金
　長期借入金の時価は、当該長期借入金の元金利の将来キャッシュ・フローを返済期日までの期間及び信用スプレッドを加味した利率で割り
引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

賃貸等不動産に関する注記
賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、注記を省略しております。
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共同物流事業 専用物流事業 関連事業 合計

顧 客 と の 契 約 か ら
生 じ る 収 益 137,082 39,902 25,465 202,450

そ の 他 の 収 益 － － 152 152

外 部 顧 客 へ の 営 業 収 益 137,082 39,902 25,617 202,602

１. １株当たり純資産額 1,822円13銭
２. １株当たり当期純利益 106円54銭

収益認識に関する注記
１. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：百万円）

２. 収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関す
る注記　４.会計方針に関する事項　(4)重要な収益及び費用の計上基準」に同一の内容が記載されているため、記載を省略し
ております。

3. 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
　(1) 顧客との契約から生じた債権及び契約負債の残高

顧客との契約から生じた債権の期末残高は、「連結貸借対照表に関する注記　４.受取手形及び営業未収入金のうち、顧客と
の契約から生じた債権の金額」に記載の通りです。また、当社グループの契約負債につきましては、残高の重要性が乏しく、
重要な変動も発生していないため、記載を省略しております。また、過去の期間に充足（または部分的に充足）した履行義務
から、当連結会計年度に認識した収益の額はありません。

　(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当社グループでは、残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想される契約期間が１年を超える重要な契約がな
いため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれて
いない重要な金額はありません。

１株当たり情報に関する注記

重要な後発事象に関する注記
該当する事項はありません。

その他の注記
該当する事項はありません。
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個別注記表

建物 ３～50年
機械装置 ２～17年
その他 ２～50年

個別注記表
重要な会計方針に係る事項に関する注記
１. 資産の評価基準および評価方法
　(1) 有価証券の評価基準および評価方法

① 子会社及び関連会社株式 ……………… 移動平均法による原価法を採用しております。

② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの …… 時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法に

より算定）を採用しております。
市場価格のない株式等 ………………… 移動平均法による原価法を採用しております。

　(2) 商品は、移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）で評価しておりま
す。

２. 固定資産の減価償却の方法
　(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

　(2) 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５～10年）に基づ
く定額法を採用しております。

　(3) リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

　(4) 長期前払費用
定額法を採用しております。

３. 引当金の計上基準
　(1) 貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権について
は個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

　(2) 役員賞与引当金
役員に対する賞与の支払いに備えて、役員賞与支給見込額を計上しております。

　(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基
準によっております。
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個別注記表

②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10～13年）による定額
法により費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10～13
年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

４. 重要な収益及び費用の計上基準
　　　当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容および当該履行義務を充足する通常の時

点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
　(1) 共同物流事業（保管・荷役）

主な履行義務は寄託を受けた貨物の倉庫における保管および荷役を行うことであり、保管においては一定の保管期日到来時
点、荷役においては入出庫作業完了時をもって、履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。

　(2) 共同物流事業（配送・輸送）
主な履行義務は貨物自動車等による利用運送を行うことであり、貨物の出荷又は引取後の運送を実施した時点で履行義務が
充足されると判断し、収益を認識しております。

5. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
　退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異および未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結計算書類におけるこ
れらの会計処理の方法と異なっております。

会計方針の変更に関する注記
連結注記表「会計方針の変更に関する注記」に記載した内容と同一であります。

会計上の見積りに関する注記
関係会社株式の評価
　(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額

関係会社株式11,756百万円
　(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　関係会社株式は市場価格のない株式のため、当該会社の株式評価においては、関係会社株式の実質価額と帳簿価額を比較検
討することにより、関係会社株式の評価損計上の要否を判断しております。関係会社株式の実質価額は、当該会社の超過収益
力が反映されており、超過収益力は取得時における将来の事業計画等に基づき評価しております。
　KIAT ANANDA GROUPに帰属する関係会社株式6,224百万円について、事業計画と実績との比較等により、超過収益力
が毀損していることを示す事象は識別されなかったことから、実質価額の著しい下落はないと判断し、関係会社株式について
評価損を計上しておりません。
　超過収益力は事業計画に基づき評価しており、当該事業計画に用いた主要な仮定についての詳細は、連結注記表の「会計上
の見積りに関する注記　のれんおよび顧客関連資産の評価」に同一の内容が記載されているため、記載を省略しております。
　将来の不確実な経済状況および会社の経営状況の変化により、評価の前提とした仮定に変更が生じた場合、翌事業年度の計
算書類に重要な影響を与える可能性があります。
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１. 関係会社に対する短期金銭債権 5,114百万円

２. 関係会社に対する長期金銭債権 350百万円

３. 関係会社に対する短期金銭債務 19,503百万円

４. 有形固定資産の減価償却累計額 28,476百万円

貸出コミットメントの総額 11,100百万円
貸出実行残高 4,214百万円
差引額 6,885百万円

　(1) 営業収益 12,561百万円
　(2) 営業原価 68,505百万円
　(3) 営業取引以外の取引高 534百万円

当事業年度期首株式数（株） 当事業年度増加株式数（株） 当事業年度減少株式数（株） 当事業年度末株式数（株）

普通株式 499,297 － － 499,297

貸借対照表に関する注記

５. 貸出コミットメント契約（貸手側）
キャッシュマネジメントシステムによる関係会社に対する貸出コミットメントは次のとおりであります。

損益計算書に関する注記
関係会社との取引高

株主資本等変動計算書に関する注記
　自己株式の種類および株式数に関する事項
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　　① 繰延税金資産
　　　 　ソフトウェア 179百万円
　　　 　退職給付引当金 1百万円
　　　 　ゴルフ会員権評価損 18百万円
　　　 　株式評価減 167百万円
　　　 　資産除去債務 180百万円
　　　 　減損損失 798百万円
　　　 　その他 288百万円
　　　 　　繰延税金資産小計 1,633百万円
　　　 　評価性引当額 △519百万円
　　　 　　繰延税金資産合計 1,114百万円

　　② 繰延税金負債
　　　 　その他有価証券評価差額金 △498百万円
　　　 　前払年金費用 △321百万円
　　　 　資産除去債務に対応する有形固定資産 △8百万円
　　　 　　繰延税金負債合計 △828百万円

　　③ 繰延税金資産の純額 285百万円

種類 会社等の名称
資本金又
は出資金

（百万円）
事 業 の 内 容
又 は 職 業

議決権等の
所有（被所
有 ） 割 合

関係内容
取引の内容 取引金額

（百万円） 科目 期末残高
（百万円）役員の兼任等 事業上の関係

その他
の関係
会社

キユーピー㈱ 24,104 食品の製造
および販売

直接43.31％
間接　0.32％

[5.94％]
兼任１名 食品の保管・

運送の受託

食品の
保管収入
運送収入

10,597 営 業 未
収 入 金 652

補償金の
支払 206 － －

税効果会計に関する注記
　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

関連当事者との取引に関する注記
　(1) 親会社及び法人主要株主等

（注）1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等は含まれております。
2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

営業取引については、当社と関連を有しない他社とほぼ同様の条件あるいは市場価格を勘案して一般条件または協議により決定しており
ます。
補償金については、両者の協議により公正かつ適正に決定しております。

3. 「議決権等の所有（被所有）割合」欄の［　］内は、緊密な者または同意している者の所有割合で外数であります。
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種類 会社等の名称
資本金又
は出資金

（百万円）
事 業 の 内 容
又 は 職 業

議決権等の
所有（被所
有 ） 割 合

関係内容
取引の内容 取引金額

（百万円） 科目 期末残高
（百万円）役員の兼任等 事業上の関係

子会社 キ ユ ー ソ ー
ティス㈱ 82 共同物流事業 直接100.00％ 兼任２名 運送の委託

運送費の支払 50,359 未払運賃 8,116

資金の貸付 3,873 関 係 会 社
短期貸付金 3,860

貸付金の回収 94

関 係 会 社
長期貸付金 66

関 係 会 社
短期貸付金 94

利息の受取 50 － －

子会社 キ ユ ー ソ ー
サービス㈱ 30 関連事業 直接100.00％ 兼任４名 物品購入

設備工事等 1,387 未 払 金 183

資金の借入 2,258 関 係 会 社
短期借入金 2,387

利息の支払 6 － －

子会社 ㈱キユーソー
エルプラン 20 共同物流事業 直接100.00％ 兼任２名 荷役作業の

委託 荷役費の支払 12,683 営業未払金 1,150

子会社 アクシアロジ
㈱ 66 専用物流事業 直接　90.00％ 兼任２名 運送の委託

資金の借入 3,002 関 係 会 社
短期借入金 3,072

利息の支払 8 － －

子会社 ㈱ サ ン エ ー
物流 38 専用物流事業 直接100.00％ 兼任２名 運送の委託

資金の借入 1,273 関 係 会 社
短期借入金 1,305

利息の支払 3 － －

子会社
㈱ サ ン フ ァ
ミリー

99 専用物流事業 直接　90.00％ 兼任２名 運送の委託
資金の借入 1,751 関 係 会 社

短期借入金 1,804

利息の支払 3 － －

子会社
キユーソー四
国㈱

20 共同物流事業 直接100.00％ 兼任２名 運送の委託
資金の借入 816 関 係 会 社

短期借入金 802

利息の支払 2 － －

　(２) 子会社等

（注）1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等は含まれております。
　　　2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

営業取引については、当社と関連を有しない他社とほぼ同様の条件あるいは市場価格を勘案して一般条件または協議により決定しておりま
す。
資金の貸付および借入、ならびに設備資金の貸付についてはキャッシュマネジメントシステムにかかるものであり、市場金利を勘案して利
率を合理的に決定しており、担保の受け入れおよび差し入れはありません。なお、取引金額は資金の貸付および借入については当事業年度
の平均残高、設備資金の貸付については貸付金額を記載しております。
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種類 会社等の名称
資本金又
は出資金

（百万円）
事 業 の 内 容
又 は 職 業

議決権等の
所有（被所
有 ） 割 合

関係内容
取引の内容 取引金額

（百万円） 科目 期末残高
（百万円）役員の兼任等 事業上の関係

その他の
関係会社
の子会社

キ ユ ー ピ ー
タマゴ㈱ 350 食品の製造

および販売 直接0.17％ なし 食品の保管・
運送の受託

食品の
保管収入
運送収入

9,968 営 業 未
収 入 金 702

１. １株当たり純資産額 983円41銭
２. １株当たり当期純利益 64円58銭

　(３) 兄弟会社等

（注）1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等は含まれております。
　　　2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

営業取引については、当社と関連を有しない他社とほぼ同様の条件あるいは市場価格を勘案して一般条件または協議により決定しておりま
す。

収益認識に関する注記
　　収益を理解するための基礎となる情報は、個別注記表の「重要な会計方針に係る事項に関する注記　４.重要な収益及び費用の計

上基準」に同一の内容が記載されているため、記載を省略しております。

１株当たり情報に関する注記

重要な後発事象に関する注記
　該当する事項はありません。
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